
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団  

ワーカーズコープ にほ 

重要事項説明書 

      （令和 7 年 11 月 1 日現在） 

１．事業の目的 

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団が開設するワーカーズコープ に

ほ（以下「事業者」という。）が行う指定放課後等デイサービス（以下「放課後等デ

イサービス」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する

ことを定め、事業者の職員が、扶養義務者及び利用児童に対し、適正な放課後等デイ

サービスを提供することを目的とする。 

 

２．運営の方針 

(１)事業者は、扶養義務者及び利用児童の意向、利用児童の特性、障害の特性その他

の事情を踏まえた計画（以下「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき

利用児童に対して放課後等デイサービスを提供するとともに、その効果について継

続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより、利用児童に対して

適切かつ効果的に放課後等デイサービスを提供する。 

(２)事業者は、利用児童の意思及び人格を尊重して、常に利用児童の立場に立った放

課後等デイサービスの提供に努める。 

(３)事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、児童

福祉法及び障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。 

(４)事業者は、利用児童の人権の擁護、虐待及び身体拘束防止等のため、責任者を設

置する等必要な体制の整備を行い、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるも

のとする。 

(５)事業の実施にあたっては、前４項の他、関係法令等を遵守する。 

 

３．事業者の概要 

事 業 者 名 称 ワーカーズコープ にほ 

所 在 地 〒４４２－０８１７豊川市古宿町市道１１１番地１ 

電 話 番 号 ０５３３－５６－７０５６ 

提供サービスの種類 放課後等デイサービス 指定№２３５５２００２８４ 

サービスを提供する対象地域 豊川市 

第三者評価の実施状況 当事業所では、福祉サービス第三者評価を受審しておりません。 



 

４． 事業者の職員体制 

 （令和 7 年 11 月 1 日現在） 

 常勤 非常勤 業 務 内 容 

管理者 1 名  運営管理業務 

児童発達支援管理 

責任者 

1 名 

（管理者と兼務） 
 通所支援計画の作成等 

児童指導員  7 名 発達支援訓練・指導業務等 

保育士 1 名 2 名 発達支援訓練・指導業務等 

指導員 

(強度行動障害支援資格者) 
 1 名 発達支援訓練・指導業務等 

 

５． 営業日及び営業時間 

営 業 日 

 

 

営業時間 

月・火・水・木・金曜日 

※ただし、国民の祝日、お盆（８月１３日～８月１５日）、 

年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。 

９：００～１８：００ 

※上記の営業日・営業時間以外は、携帯電話等により連絡が可能な

体制とする。 

利 用 定 員 １０名 

 

サービス提供時間 

学校終了後‐１４:００～１７:００ ／ 学校休業日‐１０:００～１７:００ 

※ただし、国民の祝日、お盆（８月１３日～８月１５日）、年末年始（１２月２９日～ 

１月３日）を除く。 

 

６．事業者が提供するサービスと利用料金 

（１）利用児童に対するサービス内容 

ア）通所支援計画の作成 

イ）日常生活訓練 

日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等 

ウ）集団生活適応訓練 

会話等 

エ）創作的活動 

絵画、工作等 

オ）更生相談 

医療、福祉、生活の相談等 

カ）介助方法の指導 



家族等に対する介助技術指導等 

キ）健康指導 

健康チェック、健康相談 

ク）介助サービス 

更衣、排せつ等の身体介助 

ケ）送迎サービス 

事業所と自宅又は学校間の送迎 

（２）サービス利用料金 

   厚生労働大臣が定める月額負担上限額の範囲内 

※教材費は１カ月５００円（税込）とする。但し、放課後等デイサービスいっぽ

と併用する場合には、片方だけの請求とする。 

※おやつ代は１日８０円（税込）とする。 

※昼食代は１回３００円（税込）とする。 

（３）利用料の支払い方法 

   銀行振込による支払いとする。 

 

７．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   利用児童及び扶養義務者と事業者との間で利用契約を結ぶものとする。 

（２）サービスの中止及び変更 

  １）利用児童及び扶養義務者の都合でサービスを中止及び変更する場合は３０日前

までに文書で申し出るものとする。 

  ２）事業者が人員不足・破産等の事情でサービスの提供が継続できなくなった場合

は、事業を終了する３０日前までに文書で通知する。 

３）その他の事項については利用契約書を遵守する。 

 

８．サービス実施の記録 

（１）サービス実施記録の確認 

   事業者は、サービスの提供ごとに提供日時及び提供したサービス内容等を記録し、

扶養義務者にその内容の確認を依頼する。 

（２）利用児童の記録や個人情報の管理 

   事業者は、個人情報保護法及び関係法令や市町村条例に基づいて、利用児童の記

録や扶養義務者等の個人情報を適切に管理する。 

 

９．虐待の防止について  

事業者は、利用児童等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障がい者虐待の防

止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）」

を遵守するとともに、次の措置を講じるものとする。 

 



（１）虐待防止に関する責任者を選定する。 

虐待防止責任者：林 恭兵 

（２）苦情解決体制を整備する。 

（３）職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施する。 

 

１０．身体拘束について  

（１）身体拘束に関する責任者を選定する。 

身体拘束に関する責任者：林 恭兵 

（２）身体拘束に該当する場合については、家族と協議の上同意を得た後、個別支援計画

に記載を行い、定期的な見直しを実施する。 

（３）身体拘束が適切であるか検討する委員会を開催する。 

（４）身体拘束に対する指針を策定する。 

（５）職員に対する定期的な研修を実施する。 

 

１１．緊急時の対応方法 

  事業者は、利用児童がサービスの提供中に容態の変化があった場合は、速やかに扶

養義務者へ連絡するとともに、協力医療機関又は扶養義務者の指定する医療機関での

診察を行うものとする。 

 

１２．事故発生時の対応  

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び利用児童の家族等に連絡を行な

うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録

するものとします。また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

さらに、事故の原因を分析し、再発防止策を検討・実施するものとします。 

（１）損害保険会社名：Chubb 損害保険株式会社  

（２）損害保険の種類：団体総合保障制度費用保険  

（３）損害保険の内容：死亡・後遺障害（傷害）  100 万円 

（特定疾病）10 万円 

           入院保険金日額（傷害）  1500 円 

（特定疾病）150 円 

通院保険金日額（傷害）  1000 円 

（特定疾病）100 円 

 

１３．サービス内容に関する苦情 

  事業者 相談・苦情担当者：     林 恭兵   電話：0533-56-7056 

  受付時間：営業日及び営業時間  

  愛知県社会福祉協議会 運営適正化委員会      電話：052-212-5515 

  豊川市福祉課                   電話：0533-89-2159 



 

１４．重要事項の説明 

放課後等デイサービスの提供の開始にあたり、扶養義務者に対して利用契約書及び

本書に基づいて重要事項を説明しました。 

 

事業者 所在地 〒４４２－０８１７ 愛知県豊川市古宿町市道１１１番地１ 

       名 称 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

ワーカーズコープ にほ 

 

   令和   年   月   日 

 

管理者                       ㊞ 

 

説明者                       ㊞ 

 

 

 

私は、利用契約書及び本書に基づいて重要事項の説明を受けました。 

 

扶養義務者   住 所                 

        

氏 名               ㊞ 

 

 


